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株式併合および単元株式数の変更の方針に関するお知らせ 

 

当社は、本日開示しました次期中期経営計画「躍進２０１３」において、新たな方針として、①株式

併合および単元株式数の変更、②業績連動型配当方針の採用、並びに③自己株式の取得を発表いたしま

した。 

その内、①株式併合および単元株式数の変更の方針（以下、本方針）の概要をお知らせします。 

本方針は株主総会特別決議事項でありますので、平成24年６月13日開催予定の第65回定時株主総会に

「株式併合および単元株式数の変更に関する議案」として付議を予定しております。 

（付議につきましては、５月15日開催の取締役会で決議予定です。） 

記 

Ⅰ．株式併合 

１．株式併合の目的 

株式会社東京証券取引所をはじめとする全国証券取引所は「売買単位の集約に向けた行動計画」

を発表し、全ての国内上場会社の売買単位を100 株に集約することを目指しています。当社は、

東京証券取引所並びに大阪証券取引所に上場する企業として、この「売買単位の集約に向けた行

動計画」の趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を100 株に変更するため、普通株式および第四回

優先株式の双方について、株式の併合（10株を１株に併合）および単元株式数の変更（現行の1,000 

株から100 株に変更）を併せて行うことを予定しております。 

また、当社の発行済普通株式数は、２億５千万株を超える水準に達しており、その適正化が課

題となっております。今回、株式併合を実施することにより、発行済株式総数の適正化を図り、

合わせて本日お知らせしております業績連動型配当方針の導入に際しましても分かり易い配当金

額となることから、他社株価との比較が容易となります。これにより当社業績へのご理解につな

がるものと存じます。 

２. その他 

併合する株式の種類は、１．で記載しました普通株式および第四回優先株式ですが、株式併合

の方法、株式併合により減少する株式数および株式併合により減少する株主数およびその他の情

報につきましては、改めてお知らせします。 

 

 



 

 

Ⅱ．単元株式数の変更 

１．変更の理由 

全国証券取引所による「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を尊重し、現在1,000 株で

ある当社株式の売買単位を100 株に変更するためであります。 

 

Ⅲ．株式併合および単元株式数の変更の日程につきましても同様に改めてお知らせします。 

 

 

（ご参考） 

  平成24年３月31日現在の発行済株式総数 

    普通株式     250,204,599株 

    第四回優先株式    600,000株 

 

 

 

 

以上 

 

 


